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1   ︡  

1.1  都市計画道路とは 

円滑な都市交通と良好な都市環境を形成するなど、目指すべき都市の将来像を実現するために、都

市計画法に基づいて、あらかじめルートや道路幅員等を決定する道路です。 

ṥ Ṧ 

       

 

ṥ Ṧ 

       

      長岡京駅前線                 長岡京駅前線 

 

 1.1  

  

市街地形成機能 

都市構造・土地利用の誘導

形成 

都市の骨格として都市の主軸を形成すると共に、その発展方向や

土地利用の方向を規定 

街区形成機能 一定規模の宅地を区画する街区を形成 

生活空間 人々が集い、遊び、語らう日常生活のコミュニティ空間 

交通機能 

通行機能 人や物資の移動の通行空間としての機能（トラフィック機能） 

沿道利用機能 
沿道の土地利用のための出入、自動車の駐停車、貨物の積み降ろ

し等の沿道サービス機能（アクセス機能） 

空

間

機

能 

都市環境機能 景観、日照等の都市環境保全のための機能 

都市防災機能 
避難・救援機能 災害発生時の避難通路や救援活動のための通路機能 

災害防止機能 災害等の拡大を遅延・防止するための空間機能 

収容空間 

公共交通のための導入機能 都市モノレール、バス等の公共交通を導入するための空間 

供給処理・通信情報施設の

空間 

上下水道、ガス、電気、電話等の供給処理及び通信情報施設のた

めの空間 

道路付属物のための空間 交通信号、案内板、ストリートファニチャー等のための空間 

出典）「都市計画マニュアル」（社）日本都市計画学会編 
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1.2  背景と目的 

(1)  背景 

ü 未整備となっている都市計画道路の多くは、 פּ 45 した路線であり、

道路の整備予定地では、 が長期に及んでかけられています。 

ü 少子高齢化や成熟型時代への移行など近年の社会経済情勢の変化や計画当時からの土地利用状

況などの変化により、 וֹ が生じています。 

ü や I.C などの整備により、市内の צּ しています。 
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出典）2015 年までは国勢調査、2020 ～2040 年は国立社会保障・人口問題研究所の推計値 
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2015 年以降減少見込み 
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出典）全国道路・街路交通情勢調査 

 1.2  

交通量は 2005 年以降、減少傾向となるとと

もに京都第二外環状線の開通（2013 年）に

よりさらに市内幹線道路の交通量が減少 

2015
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出典）長岡京市都市計画マスタープラン（平成 28 年 3 月策定） 

 1.3  

 

 

(2)  目的 

背景の通り、少子高齢化が進展し、人口や交通量の減少が予測されるなど社会情勢は大きく変化し

ており、まちづくりの方向性もその収束傾向を踏まえたものに変化しております。 

このような社会情勢の変化に柔軟に対応し、将来のまちづくりと整合した都市計画道路網の構築の

ために、見直しが必要となっています。 

都市計画決定後、長期にわたって未着手となっている都市計画道路について、その

を実施し、 ḱ ︡を行い、今後の道路整備の基幹とするとともに、本市のまち

づくりの骨格とします。 

将来のまちづくりとして、鉄道駅、

IC 等の交通結節拠点を中心とした

交通体系整備を目指しています。 
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1.3  都市計画道路一覧 

下表の都市計画道路一覧の中で、未整備区間がある 11 路線について、見直しを行います。 

 

  
 

 

 

 
 

 

(m) 

 

(m)  

 

(m) 

 

 

 

 

1 4 4  H1.8.25 -  
 

 
4,700 20.5 4 4,700 100% 

3 3 6  S42.8.19 H19.3.30  3,550 22 4 3,550 100% 

3 4 107  S42.8.19 H1.8.25  5,780 20 11  2 1,710 30% 

3 4 108  S42.8.19 H1.8.25  280 16 2 0 0% 

16  S14.9.29 H13.5.1  2,400 22 4 2,400 100% 

39  S42.8.19 -   990 22 4 476 48% 

3 3 9  S42.8.19 H9.4.15  990 25 4 558 56% 

46  S43.10.2 S47.2.1  2,020 22 4 2,020 100% 

9  S42.8.19 -   2,930 18 2 0 0% 

3 4 183  S42.8.19 H30.8.14  2,040 16 2 0 0% 

3 4 181  S42.8.19 H27.1.30  60 16 2 0 0% 

24  S42.8.19 -   2,970 22 16  4 543 18% 

26 
 

 
S42.8.19 -   1,730 16 18  2 0 0% 

27  S42.8.19 -   2,740 16 2 0 0% 

3 6 111  S14.9.29 H13.5.1  720 11 2 720 100% 

3 5 112 1  H11.2.4 -   50 14 2 50 100% 

3 3 113  H13.5.1 -   450 30 4 0 0% 

17  

6    
34,400   16,727 48.6% 

ה        ⇔  
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ₒSTEP2x ─ ⁸╕∟≠ↄ╡ ─ P.10  

2   ︡  

下図の手順で見直しを検討し、各路線の未整備区間の存続・廃止を検討します。 
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3   ︡  

下図に見直し検討対象区間を示します。 
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3 3 9  S42.8.19 H9.4.15 25 990 558 56% 4 

1   

2   

3  -  

24  S42.8.19 -  22 2,970 543 18% 4 
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3 4 107  S42.8.19 H1.8.25 
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9  -  

3 4 108  S42.8.19 H1.8.25 16 280 0 0% 2 1   

39  S42.8.19 -  22 990 476 48% 4 
1   

2  -  

9  S42.8.19 -  18 2,930 0 0% 2 
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3 4 183  S42.8.19 H30.8.14 16 2,040 0 0% 2 

1   
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3 4 181  S42.8.19 H27.1.30 16 60 0 0% 2 1   

26 
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4   ︡  

4.1  機能の必要性の評価項目 

「京都府都市計画道路網見直し指針」を踏まえ、都市計画道路の機能の必要性を評価する項目（都

市計画道路に求められる機能）を下表とします。 
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4.2  まちづくり上の評価項目 

都市計画道路のまちづくり上の評価項目は下表とします。 

 

ЏВ  ⅜⁸ ╛ ─ ≤ ⇔⁸ ─ ⌐ ⅜ ∂⌂™⅛ 

ֲ ӓ  ⅜⁸ ⌂ ≤ ⇔⁸ ─ ⌐ ⅜ ∂⌂™⅛ 

ʱ ᷂Ḣ  ⅜⁸ ⇔√ ╛ ≤ ⇔⁸ ─ ╛ ╦™─ ⁸ ╖╛◖Ⱶꜙ♬♥▫─ ⌐ ⅜ ∂⌂™⅛ 

 

ₒ╕∟≠ↄ╡ ─ ≤⇔≡ ה ⅜ ∂╢ ₓ 

 

 

 

 

῎Џᶸșѝ  

ǵק ᷂ḢǶ

ᶸ șͪЋǠȒƼ

ȼɶɱƽȋƲ ẺǱ̮

ṑș ɵͪЋǠȒƼῇ

̮ὁȼɶɱƽǲ̬ Ǭ

ǘǭǋȒǚǯǒȐƲ

ρǲȏȒ᷂Ḣ ǶǼ

ǜȖǞǖǱǋ 
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5   ︡ṕ Ṗ 

前頁までの内容を踏まえ、見直し結果の一覧を下表に示します。 
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6    

これまで、関係機関（京都府、京都市、向日市、大山崎町など）との調整・協議を進めてきました

が、今後、パブリックコメントの結果や地元説明会での意見等を総合的に判断し、都市計画変更の手

続きに入る予定です。 

 

2020 年 12 月～１月 パブリックコメント、地元説明会（廃止路線の沿道地域） 

 地元説明会の結果を都市計画道路見直し（素案）に反映 

 都市計画変更（原案）の作成 

2021 年 22 月以降 都市計画審議会 

2021 年 10 月以降 都市計画変更の手続き（都市計画案の公告・縦覧 等） 


